	環境管理規程細則
	分    類
	  業務(規)－（環）01

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日


  
      (目   的) 
 第  １条  この細則は、環境管理規程に基づき会社における公害発生防止を図るため、公
         害防止管理者等について定める。
     
（公害防止管理者）
 第  ２条  環境管理規程第９条１項による、当該施設担当部署長の業務は次のとおりとす　＊
         る。
       ①．公害関係施設の運転及び維持、管理状況の常時監視。
       ②．煤煙又は排出水に係わる緊急時（大気汚染防止法、水質汚濁防止法）措置の連
         絡。
       ③．公害関係施設の点検。
       ④．公害関係施設において発生する煤煙、汚水又は粉塵を処理する施設並びに騒音
         、振動を防止するための施設及びこれに付属する施設の操作、点検、補修。
       ⑤．公害関係施設の内、特定物質（大気汚染防止法）に関る施設の事故時の応急処
         置の実施。
       ⑥．煤煙又は排出水に係る緊急時の処置の実施。
       ⑦．公害関係施設の内、騒音、振動に係る施設の配置、操作の改善。
     
（品質管理室の業務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
 第  ３条  品質管理室は公害予防に関する業務を主管する他、次の業務を行う。 　　　　　＊
       ①．使用する燃料又は原材料の検査。
       ②．煤塵量又は煤塵濃度の測定の実施。
       ③．排出水の汚染状態の測定実施。
       ④．測定器の点検及び補修。
       ⑤．煤塵量又は煤塵濃度の測定結果の記録及び保存。
       ⑥．排出水の汚染状態の測定結果の記録及び保存。
       ⑦．法令に基づく官公庁等に対する届出、報告の義務。
       ⑧．その他公害関係の対外折衝に関する業務。
     
（報    告）
 第  ４条
       １．施設担当部署の室・課長は、所管関係施設について次の各号に該当するとき　　＊
         は、予め公害防止管理者を通じて公害防止主任管理者に報告すること。
1． 工事の着工及び工事が完成して使用を開始しようとするとき。
       ②．１年以上使用を休止しようとするとき。
       ③．１年以上使用を休止した施設を再び使用するとき。　　　　　　　　　　　 　＊
       ④．廃止しようとするとき。
        ２．工務担当部署の課長は、所管関係施設の製造及びその維持、管理につき、　　＊
          特に必要と認めたときは公害防止管理者に報告すること。

        ３．公害防止主任管理者は、公害関係施設の運転及び維持、管理の状況を公害
          防止統括者に報告すること。

     （臨時報告及び緊急措置）
第  ５条
      １．当該施設担当者は次の事項について、職制を通じて公害防止管理者及び公害
        主任管理者に報告し必要な措置をとること。
      ①．公害関係施設の運転及び維持、管理が正常でなくなった場合。
      ②．法令で定める規制基準に適合しない事態が発生する恐れのある場合。
      ③．その他公害予防に必要な事項。

      ２．公害防止主任管理者は、上記事項及びその措置について公害防止統括者に報
        告すること。

     （細則の管理）
 第  ６条  この細則の管理は、品質管理室長が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
                                 付    則
           ①  この細則は１９９５年１０月  １日より施行する。
2 ２００１年１０月　１日一部改訂
3 ２０１３年　８月　１日一部改定











